
 

（様式３） 

会議の開催結果について 

 
 
 
 １ 会議名 

 

令和６年度河内長野市要保護児童対策地域協議会代表者会議 

 

 ２ 開催日時 
令和６年７月２日（火） 午後２時から 

 ３ 開催場所 市役所５階 ５０１ 会議室 

 

 

 

 

 ４ 会議の概要 

１． 河内長野市要保護児童対策地域協議会活動報告 

２．大阪府子ども家庭センターより情報提供 

３． 情報交換 

４． その他 

 
 

 ５ 公開・非公開の別 

       （理由） 公開 

 ６ 傍聴人数 ０人 

 ７ 問い合わせ先 

こども部 こども子育て課（内線179） 

 

 

 ８ その他 

 

 

＊同一の会議が１週間以内に複数回開催された場合は、まとめて記入できるものとする。 



令和 6 年 7 月 2 日(火)14：00～15:30 

於：河内長野市役所 5 階 501 会議室 

 

令和 6年度 要保護児童対策地域協議会 代表者会議 議事録 

 

発言者 内容 

事務局 

 

部長 

 

 

 

 

富田林子ども家

庭センター 

 

大阪法務局富田

林支局 

 

富田林保健所 

 

河内長野警察（生

活安全課） 

 

消防署長 

 

 

医師会 

 

歯科医師会 

 

大阪南医療セン

ター 

 

民間保育園 

 

民生委員 

 

 

挨拶、資料の確認 

 

開会の挨拶 

 

日頃どのような形で、要保護児童対策地域協議会、関わっていただいて

いるかなどの自己紹介 

 

SV として関わっている 

 

 

人権の擁護の活動。こどもの人権 SOS 事業、こども人権 110 番等。 

 

 

小児慢性特定疾患の担当で実務者会議に出席 

 

課長の代理で出席。課長も私も 4 月から河内長野署へ異動。 

この 4 月から人身安全係が児童虐待、要保護児童、DV、行方不明を担

当することになった。 

通報が入れば現場に赴いて聴取。虐待が認められれば児相へ通告する。 

4 月より消防が広域化。救急出動時の関わりが多い。 

 

小児科医として対応している。 

 

乳幼児健診、小学校・中学校の歯科健診。ネグレクトの発見。 

 

産科と小児科があるので、妊娠期から育児期間に当たるまで、虐待を疑

う方への支援と市との連携をしている。 

 

就学前の子どもをみている。保護者からの相談をつなぐ役割。 

 

昨年度から 3 歳以下の家庭へ全戸訪問。保護者へ困ったことがないか等

聞いている。学校と連携できるよう、校長や教頭と話し合いをしたりし

ている。今後も注意して見守っていきたい。 



主任児童委員 

 

学校教育課 

 

 

人権推進課 

 

健康推進課 

 

 

生活福祉課 

 

放課後児童課 

 

 

 

あいっく 

 

 

事務局 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校区ごとに主任児童委員が 1 名配置されている。校長会へも参加。 

 

子どもの成長を地域からみまもっている。 

学校生活の中での見守り。子どもたちの成長を支援。 

 

女性の困りごと、不安等の相談対応。DV の案件があれば、連携の元支

援している。 

4 月からこどもファミリーセンターとなり切れ目のない支援。虐待ケー

スは要対協と連携している。 

 

皆さんと連携して支援している。 

 

放課後児童会でこどもを放課後預かっている。こどもは減少している

が、預かる子どもは増えている。夏休み期間中は 8 時～7 時までの預か

り。 

 

切れ目のない支援を連携しておこなっている。どんなことでも話をして

もらえるような居場所として心掛けている。 

 

順に事務局自己紹介。公開だが傍聴希望なし。座長は古城課長に 

 

令和５年度の市要保護児童対策地域協議会の活動報告。 

1.通告件数の報告 304 件。ほんどが関係機関からの通告。件数が一番多

い「市町村」の「福祉事務所」は、当事務局や他市の事務局で、平成

29 年度以降は被虐待児童だけでなく、対象家庭の兄弟姉妹全員を対象

としており、その場合は当事務局を相談経路としてカウントしているこ

とや、他市からの転入によりケースを引き継いだ場合に、「市町村」の

「福祉事務所」としてカウントしているために、件数が多い。その他の

関係機関で、通告件数が多いのは、学校、保健センター、認定こども園

や保育所、児童相談所。日常的に児童・生徒と密に関わっている学校や

保育所・幼稚園・認定こども園、そして健診やその他相談で出生前から

母や子どもに関わっている保健センターで、児童虐待の視点を持って対

応し、早期発見に努めている。 

2.会議開催状況は、代表者会議の開催ほか、月に一回の実務者会議と、

年間 44 回の事例検討会議（ケース会議）を開催。実務者会議は、要保

護児童等の情報を定期的に共有し、関係機関が共同でアセスメントと支

援プランの検討を行い、適切な役割分担をした上で、時機を逃さず、要

保護児童等を支援することを目的とした会議。また、事例検討会議は、

特定の個別ケースのみを対象として、各機関の担当者が、当該要保護児



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子家セン 

 

 

 

 

 

 

 

童等について、共同のアセスメントと具体的な支援プランを検討するた

めの適時開催する会議 

3.登録件数等は令和 6 年 3 月末時点で、要保護児童対策地域協議会に登

録されている件数 274 件。内訳は、要保護児童が 131 件、要支援児童

が 137 件、特定妊婦が 6 件。また、取扱件数は、令和 5 年度末の件数に、

令和 5 年度中に取扱いを終了したケースを加えた 45 件。 

4.事案送致、富田林子ども家庭センターから本市へケースが事案送致 20

件、本市から富田林子ども家庭センターへ事案送致 14 件。 

5.家訪問支援事業実施状況、2 家庭に計 9 回の派遣支援。 

6.子育て短期支援事業実施状況、3 家庭が計 11 日利用。 

 

研修・啓発活動の報告 

①協議会実務者向けに研修会の開催いたしました。 

メンタルヘルス研修、初任者向け、中級者向けとレベル別に研修会を

実施。 

②ヤングケアラーへの理解を深め、適切な支援につなげることを目的と

して、「こどもまんなか IN 河内長野 私たちにできるヤングケアラー支

援」と題して、大学教授や元ヤングケアラーの方をお招きして講演会を

開催。また、ヤングケアラーについての正しい知識と理解を深めるため、

窓口部門や相談支援部門に属する職員に向けの庁内研修会を実施。 

③11 月の虐待防止月間に、天野山金剛寺多宝塔をオレンジ色にライト

アップし、虐待防止を呼び掛ける啓発活動を行った。また、近隣市との

交流の場を設定し、要対協事務局の業務について、現在各市が抱えてい

る課題を整理し、解決のための方策を検討。近隣市との交流は、今年度

も計画。 

庁内においてヤングケアラーワーキングを立ち上げ、包括的な支援体

制の構築を図るとともに、ヤングケアラー相談窓口の設置など、ヤング

ケアラーの早期発見につながる取り組みを進めている。また、令和6年4

月からのこどもファミリーセンターに、ヤングケアラーを含めたこども

相談総合窓口を設置し、こども・子育てに係る全ての相談支援を行う。 

 

子家センの組織の説明。相談対応課と育成支援課。 

相談対応課は在宅の子の支援。一時保護等もおこなう。育成支援課は施

設入所や里親委託中の子どもの支援をしている。 

資料をもとに説明。 

児童虐待が相談の約半数を占める。障がい相談は 3 割を占めており、療

育手帳の判定や発行を行っていたり、障がい児の入所を行っている。要

保護性が高ければ単なる検査だけではなく、困りごとは確認している。 

養護その他の相談は、判断付きにくいところもあるが、母が入院等で養



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科医師会 

 

 

子家セン 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

子家セン 

 

 

育者が不在になる場合等「単純養護」で預かることもある。 

年間の相談件数の推移について、でこぼこについては、大阪市西区の餓

死事件等世間でセンセーショナルな重大事案が起き、意識が上がったこ

とによるものだと考えられる。 

富田林市の事案があって 2 年になる。子がなくなった前日に富田林市で

式典を実施。検証の結果報告。要対協に上がってから時間がかなり経過。

家族状況がかわっており、再アセスメントのタイミングがいくつかあっ

た。支援方針を見直す必要があった。福祉サイドと母子保健の認識のズ

レにも問題があった。育児をになう祖母の負担を考えるべきであった。 

要対協という場で SV ができる職員を派遣しようということになった。

また、要対協の資料に書かれていることを事前にチェックすることを徹

底していく。市が主担のケースについてもケース会議等へ積極的に参

加。ハイリスクケースの共同対応をしていきたい。 

種別で言えば心理的虐待が非常に多い。警察が夫婦喧嘩や DV などで

110 番で対応した時に子どもがいたら心理的虐待で通告される。DV の

暴露を受けた子どもは脳に影響が出るとの研究がある。 

経路については、警察からの心理的虐待が多いということになる。 

市町村別の件数については、太子町が多いのは太子の園があるため。 

一時保護については、保護所を昨年度 3 か所目開設。数は減っているが、

日数は増えている。85％が在宅に戻る。15％は施設入所や里や委託。 

4 月から児童福祉法が改正。来年度から一時保護の司法審査が入る。（一

時保護した日から 7 日以内（土、日、祝含む）現在試行段階。子どもの

意見聴取と措置ということも。 

 

暴力受けて歯が抜けたという事例はないが、何年も歯の治療がなされて

いないような子どもは健診で発見する。そうしたときにどこへ報告すれ

ばよいか。 

一旦は学校へご連絡いただく。学校からの保健指導もあるが、虐待での

取り扱いが必要出れば、学校から市への報告がなされる。 

昨年度もそういったケースでご報告いただいているので、気になる子が

いれば学校へ報告をお願いしたい。 

各機関の情報共有に移らせていただく。 

この場で共有しておきたい情報があればご報告いただきたい。 

色んなケースを対応していく必要があるが、個人情報の関係で出せない

場合もあるが、そういった場合でも情報がない中で対応をしていただく

ことは可能か。 

子どものことを考えると、虐待が疑われる場合、出せる情報がないとい

うことで対応を諦めることはないが、アセスメントをするうえで、児童

福祉法上にも規定があるが、個人情報を超えて情報共有できるというこ



 

 

人権推進課 

 

 

子家セン 

 

 

古城課長 

子家セン 

 

 

健康推進課 

 

子家セン 

 

 

 

保健所 

 

 

 

 

 

事務局 

とにもなっている。個人情報の保護とのせめぎあいはよくある。できる

だけご協力はいただきたい。 

質問。令和 5 年度の集計、令和 4 年度に比べて件数が減っているという

結果が出ている。前年度の 6 割程度という結果。児童虐待の方の統計の

傾向は？ 

令和 5 年度の集計はまだ出ていない。ここ数年高止まり状態。令和 4 年

から 5 年にかけても大きな変化はないと思われる。 

警察からいただく面前 DV の報告も減っているという印象は特段ない。 

一時保護件数の減少については、児童の数が減っているということか。 

そういうことも考えられる。被虐児童の日々の対応で施設職員が疲弊し

ており、施設が受け入れられる児童数を減らしてほしいとの要望があ

る。コロナの影響も大きい。 

今後母子保健と児童福祉が連携していく中でのなにかアドバイスがあ

れば。 

子育て支援メニューはたくさん考えてくれている。 

所属がない乳幼児担当が変わるというところで、切れ目のない支援がな

かなか難しいところがあった。親御さん目線でバラバラに見えないよう

に。 

他市では、保育園で課題のあるお子さんがいる場合、心理の先生以外に

母子保健の心理の先生が巡回指導されていると思う。そういった取り組

みはしているか？ 

5 歳児健診も始まる予定の中集団でのすがたをみることもすごく大切だ

と思う。 

 

その他の質問やご意見があれば。→なし 

 

 



令和６年度 河内長野市要保護児童対策地域協議会 

代表者会議 次第 

 

 

 

日時：令和６年７月２日（火）午後２時から 

場所：市役所５階５０１会議室 

 

 

１．開会挨拶 

 

 

２．出席者自己紹介 

 

 

３．令和５年度 河内長野市要保護児童対策地域協議会活動報告 

 

 

４．大阪府子ども家庭センター業務統計（相談対応課関連）について 

 大阪府富田林子ども家庭センター相談対応第二課長 岡本 美香 氏 

 

５．情報交換 

 

 

６．その他 

 

 

 

＜配布資料＞ 

資料１．河内長野市要保護児童対策地域協議会設置規程 

資料２．令和６年度 要保護児童対策地域協議会代表者会議出席者名簿 

資料３．令和５年度 河内長野市要保護児童対策地域協議会活動報告 

資料４．大阪府子ども家庭センター 業務統計（相談対応課関連）について 
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○河内長野市要保護児童対策地域協議会設置規程 

平成１５年３月２５日 

規程第２号 

(設置) 

第１条  河内長野市内で発生する児童虐待など児童福祉法(昭和２２年法律第１６

４号。以下「法」という。)第６条の３第８項に規定する要保護児童の問題に対

し、地域の各関係機関及び団体間における連携及び連絡を密にし、適切な対応を

行うため、法第２５条の２に規定する要保護児童対策地域協議会として河内長野

市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(協議会の職務) 

第２条 協議会の職務は次のとおりとする。 

(1) 要保護児童(法第６条の３第５項に規定する要支援児童等を含む。 

以下この条において同じ。)の実態を把握すること。 

(2) 要保護児童に対する具体的支援の内容について意見交換を行うこと。 

(3) 要保護児童の発見からサポートに至るシステムについて検討すること。 

(4) 児童虐待の防止等に係る要保護児童問題の啓発活動に関すること。 

(5) 児童虐待の防止及び対応など要保護児童問題に係る連絡調整を行うこと。 

(構成)  

第３条  協議会は、次に掲げる機関、団体等の職員等で構成する。 

(1) こども部こども子育て課 

(2) 河内長野市立子ども・子育て総合センター 

(3) こども部放課後児童課 

(4) 福祉部生活福祉課 

資料１ 
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(5) 福祉部障害福祉課 

(6) 市民保健部健康推進課 

(7) 総合政策部人権推進課 

(8) 教育委員会事務局教育推進部学校教育課 

(9) 大阪南消防組合河内長野消防署 

(10) 大阪法務局富田林支局 

(11) 大阪府富田林子ども家庭センター 

(12) 大阪府富田林保健所 

(13) 大阪府河内長野警察署 

(14) 一般社団法人河内長野市医師会 

(15) 一般社団法人河内長野市歯科医師会 

(16) 河内長野市私立幼稚園連絡協議会 

(17) 河内長野市民間保育園連絡協議会 

(18) 河内長野市民生委員児童委員協議会 

(19) 河内長野市主任児童委員 

(20) 前各号に掲げるもののほか、児童の虐待防止に関して必要な関係機関、 

団体等 

(会議の種類及び要保護児童対策調整機関) 

第４条  協議会は、代表者会議、実務者会議、事例検討会議及び緊急度判定会議 

に分け、法第２５条の２第４項に規定する要保護児童対策調整機関は、前条第 

１号に定める機関が担当する。 
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２ 代表者会議は、総括的事項を担当し、各機関、団体等の代表者をもって構成

する。 

３   実務者会議は、虐待事例の全体に関する事項を担当し、前条第１号、第２号、

第４号から第６号まで、第８号、第１１号及び第１２号並びに必要に応じて要

保護児童対策調整機関が指名する各機関、団体等の担当者をもって構成する。 

４  事例検討会議は、個別事例に関する事項を担当し、必要に応じて要保護児童

対策調整機関が指名する各機関、団体等の担当者をもって構成する。 

５   緊急度判定会議は、事態の危険度、緊急度の判断を担当し、前条第１号、第

１１号及び最初に通告を受けた機関又は被虐待児童に直接関わりのある機関、

団体等の担当者をもって構成する。 

６  前項に規定する緊急度判定会議において、緊急やむを得ない場合には、電話

等による連絡をもって会議に替えることができるものとする。 

(会議の運営) 

第５条   代表者会議及び実務者会議の座長は、第３条第１号に定める機関の職員

が務め、事例検討会議の座長は、構成する担当者の互選とする。 

２  協議会は、要保護児童対策調整機関が招集する。 

３  座長は、会議の進行を担当する。 

４  座長に事故のあるとき又はその他これに類する場合は、要保護児童対策調整

機関が座長を指名する。 

５  協議会は、必要に応じて関係機関、団体等に対し、資料又は情報の提 

供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。 

(守秘義務) 

第６条  協議会の構成員は、法第２５条の５の規定に基づき、会議及びこ 
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の活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。 

(公開及び非公開) 

第７条  代表者会議は、原則公開とする。ただし、個人情報を扱う場合は座長の

判断により非公開とすることができる。 

２ 実務者会議、事例検討会議及び緊急度判定会議は非公開とする。 

(委任) 

第８条  この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に

定める。 

附 則(令和６年３月５日規程第５号) 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 



令和６年度 要保護児童対策地域協議会 代表者会議 

出席者名簿 

所    属 氏 名 

富田林子ども家庭センター 相談対応第二課長 岡本 美香 

大阪法務局富田林支局 支局長 松本 武裕 

富田林保健所 地域保健課 保健補佐 大田 景子 

大阪府河内長野警察署 生活安全課 

人身安全係 
係長 木矢 雅也 

大阪南消防組合河内長野消防署 副署長兼消防課長 北野 一明 

一般社団法人 河内長野市医師会 副会長 西村 拓也 

一般社団法人 河内長野市歯科医師会 監事 生地 孝至 

国立病院機構 大阪南医療センター 

医療福祉相談室 
医療福祉相談室長 萬谷 和広 

河内長野市民間保育園連絡協議会 会長 横田 朋子 

河内長野市私立幼稚園連絡協議会   欠席 

河内長野市民生委員児童委員協議会 
会長 吉田 妙子 

主任児童委員部会長 上田 雄三郎 

学校教育課 主幹 隅谷 達也  

人権推進課 課長 尾上 知代 

健康推進課 主査 笹田 洋子 

障がい福祉課 課長 欠席 

生活福祉課 課長 古谷 岳彦 

放課後児童課 課長 西野 圭亮 

子ども・子育て総合センターあいっく センター長 濱田 光枝 

こども部 
部長 梶本 英和 

理事 山本 淳子 

こども子育て課 

課長 古城 義彦 

主幹兼係長（事務局） 小林 由紀子 

主幹（事務局） 西野 恵子 

主査（事務局） 信國 眞紀 

副主査（事務局） 永石 有加 

副主査（事務局） 岳峰 妃香瑠 

健康推進課 主幹（事務局） 金竹 久子 

資料２ 
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資料３ 

令和 5年度 河内長野市要保護児童対策地域協議会活動報告 

 

１．通告件数 

 令和 5 年度の通告件数は 304 件（前年度比+46 件）で、相談経路は下表のとおり

でした。 

相談経路 
件数（人） 

割合（％） 
男 女 計 

都道府県・ 

指定都市・ 

中核市 

児童相談所 10 3 13 4.3 

福祉事務所 4 4 8 2.6 

市町村 

福祉事務所 57 52 109 35.9 

保健センター 6 24 30 9.9 

あいっく 9 3 12 3.9 

庁内他部署 4 4 8 2.6 

児童福祉 
施設等 

保育所 4 9 13 4.3 

認定こども園 8 5 13 4.3 

幼稚園 2 4 6 2.0 

学校 30 32 62 20.4 

警察等 0 0 0 0.0 

児童福祉施設 3 3 6 2.0 

保健所・ 
医療機関 

保健所 0 0 0 0.0 

医療機関 2 4 6 2.0 

児童委員 0 0 0 0.0 

家族・親戚 4 3 7 2.3 

近隣・知人 4 5 9 2.9 

匿名 1 1 2 0.6 

計 148 156 304 100.0 

 

２．会議開催状況 

 市内で発生する児童虐待に対し、地域の関係機関及び団体間における連携・連絡

を密にし、適切な対応を行うため、次表のとおり河内長野市要保護児童対策地域協

議会（以下「市要対協」という。）において会議を開催しました。 

 

会 議 種 別 開 催 回 数 

代表者会議 1回  

実務者会議 12回  

事例検討（ケース）会議 44回  
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資料３ 

３．登録件数等 

 関係機関が連携した支援や見守りを行うことが必要な児童等として、令和 5 年度

末時点で市要対協の進行管理台帳に登録のあった内容は、要保護児童 131 件（身体

的虐待 17件、ネグレクト 42件、心理的虐待 72件、性的虐待 0件）、要支援児童 137

件（身体的虐待 3件、ネグレクト 76件、心理的虐待 57件、性的虐待 1件）、特定妊

婦 6件の合計 274件でした。 

また、令和 5 年度中に台帳登録を終了した 131 件を含めると、令和 5 年度の市要

対協の実務者会議で取り扱った件数は 405件でした。 

 令和 2 年度に進行管理台帳の管理範囲を適正化したことにより、登録者数が整理

されました。令和 5 年度からは、アセスメントシートに基づいて重症度・種別の判

定を徹底することで、前年度より年度内取り扱い件数は 26件、年度末取り扱い件数

は 21件、減りました。 

 

＜要保護児童対策地域協議会登録件数 年次推移＞ 

 

 

＜要保護児童・要支援児童の年齢別内訳＞ 

    
0 歳～ 3 歳～ 

小学生 中学生 高校生等 計 
3 歳未満 学齢期前 

要
保
護
児
童 

身体的虐待 2 4 10 1 0 17 

ネグレクト 8 14 16 4 0 42 

心理的虐待 12 21 19 13 7 72 

性的虐待 0 0 0 0 0 0 

要
支
援
児
童 

身体的虐待 0 0 2 1 0 3 

ネグレクト 13 11 25 14 13 76 

心理的虐待 6 13 15 15 8 57 

性的虐待 0 0 1 0 0 1 

計 41 63 88 48 28 268 
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資料３ 

＜主な虐待者＞ 

虐 待 者 要保護児童 要支援児童 計 

母 95 100 195 

父 29 30 59 

継母 0 0 0 

継父 3 2 5 

祖母 4 4 8 

祖父 0 0 0 

不明 0 1 1 

計 131 137 268 

 

＜特定妊婦の年代別内訳＞ 

年 代 人 数 

10 代 2 人 

20 代 10 人 

30 代 7 人 

40 代 0 人 

計 19 人 

 

４.事案送致 

 大阪府富田林子ども家庭センターから河内長野市へ事案送致された件数は 20 件

（うち面前ＤＶによるもの 11 件）、河内長野市から富田林子ども家庭センターへ事

案送致した件数は 14件でした。 

 

５.家庭訪問支援事業実施状況 

 児童の養育に支援が必要な家庭に対し、ヘルパーによる支援を 2 件 9 回実施しま

した。 

 

６.子育て短期支援事業実施状況 

 家庭における養育等が一時的に困難となった児童を、一定期間児童養護施設にお

いて、養育・保護する支援（ショートステイ）を 3件 11日実施しました。 

 

 



大阪府子ども家庭センター 
業務統計（相談対応課関連）について 

大阪府富田林子ども家庭セン
ター 
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資料４ 



児童相談受付件数（大阪府子ども家庭センター※） 
※大阪市・堺市を除く府域所管 

養護相談（児童虐待） 

15,826 

45％ 

養護相談（その他） 

3,515 

10％ 

障がい相談 

10,078 

29％ 

非行相談 

554 

2％ 

養育相談 

3,846 

11％ 

その他の相談 

1,088 

3％ 

児童相談受付件数 令和４年度 合計３4，353件 
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大阪府子ども家庭センターにおける 
児童虐待相談対応件数等の推移 

3 

2,955  
3,270  

4,820  

5,711  
6,079  

6,509  

7,874  

10,427  
10,118  

11,306  

12,208  

15,753  
16,055  

14,212  

16,036  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

E（心理的虐待） S（性的虐待）  N（ネグレクト）  B（身体的虐待） 



大阪府子ども家庭センターにおける被虐待児の 
年齢・虐待の種別件数（令和4年度） 

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 合計 （%） 

0～3歳未満 336 3 2,112 851 3,302 20.6％ 

3歳～学齢前児童 647 18 ２,345 739 ３,749 23.4％ 

小学生（7～12歳） 1,379 81 3.018 956 5,434 33.9％ 

中学生（１３～１５歳） 740 61 １,263 ３75 ２,489 15.2％ 

高校生・その他 
（16歳以上） 

344 18 588 １62 １,112 6.9％ 

合計 3,446 181 ９,326 3,083 １6,036 １００％ 

（％） 21.5％ １.1％ 58.2％ １9.2％ １００％ 
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大阪府子ども家庭センターにおける 
虐待相談の経路（令和4年度） 

児
童
相
談
所 

家
族 

親
戚 

近
隣
知
人 

子
ど
も
本
人 

民
生
委
員 

福
祉
事
務
所 

保
健
所
・ 

保
健
セ
ン
タ
ー 

医
療
機
関 

施
設
等 

警
察
等 

学
校
等 

児
童
家
庭 

支
援
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

合
計 

身体的虐待 181 459 26 167 85 2 479 12 68 118 1,348 355 4 142 3,446 

性的虐待 15 16 3 5 6 0 38 1 4 11 13 46 0 23 181 

心理的虐待 330 803 93 1,208 102 14 604 19 128 57 5,237 517 2 212 9,326 

保護の怠慢・拒否

（ネグレクト） 316 276 106 417 31 8 591 54 88 93 706 256 0 141 3,083 

合計 842 1,554 228 1,797 224 24 1,712 86 288 279 7,304 1,174 6 518 16,036 
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大阪府富田林子ども家庭センターにおける 
児童虐待相談対応件数【市町村別】 

令和4年度 人口 
（R5.4.1時点） 

児童人口 
（R5.4.1時点） 

人口1万人 
あたりの 
対応件数 

児童千人 
あたりの 
対応件数 

富 田 林 市 341 107,716 14,685 31.7 23.2 

河内長野市 302 100,039 12,268 30.1 24.6 

松 原 市 493 116,842 15,485 42.1 31.8 

羽 曳 野 市 358 108,651 15,055 32.9 23.7 

藤 井 寺 市 230 63,159 9,125 36.4 25.2 

大阪狭山市 143 58,118 10,255 24.6 13.9 

太 子 町 88 12,935 1,855 68.0 47.4 

河 南 町 22 14,944 2,011 14.7 10.9 

千早赤坂村 9 4,842 476 18.5 18.5 

その他（管外等） 6 ― ― ― ― 

総 計 1,992 587,246 81,215 33.9 24.5 

6 

6センターの対応件数      計 16,036 

6センター管内の人口      計 5,208,678 

6センター管内の児童人口  計 772,172 

人口1万人あたりの対応件数 30.7 

児童千人あたりの対応件数 20.7 



虐待対応相談における 
一時保護開始件数の推移 

年度 所内一時保護 委託一時保護 合計 うち職権保護 

令和元年度 ８３７ ９５６ １,７９３ １,６９９ 

令和2年度 ６９４ ７５９ １,４５３ １,３２１ 

令和3年度 ６４１ ５８１ １,２２２ １,０８６ 

令和4年度 670 621 1,291 1,009 
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児童虐待等危機介入援助チーム活動実績 

年度 

電話相談 面談 家庭・機関訪問 センター定期訪問 
申立書・ 
鑑定書作成 

合計 

弁護士 医師 弁護士 医師 弁護士 医師 弁護士 医師 弁護士 医師 弁護士 医師 

令和 
元年度 

８５０ ５ ２８１ ３７ １１１ ０ １２４ ― ６２ ３９ １,４２８ ８１ 

令和 
2年度 

１,１２９ ７ ２７９ ５２ １２６ ０ １１７ ― ５７ ３４ １,７０８ ９３ 

令和 
3年度 

９１４ １７ 333 ７０ ８６ ０ １２５ ― ６３ ４７ １,５２１ １３４ 

令和 
4年度 

706 15 277 75 85 0 123 ― 65 40 1,256 130 
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法的対応 

年度 

28条申立 一時保護2か月超えの申立 

親権喪失 
請求 

親権停止 
請求 

後見人 
選任請求 

後見人 
解任請求 

請求件数 承認件数 請求件数 承認件数 

令和元年度 
５８ 

（うち更新１０） 
４１ 

（うち更新１０） 
５９ ５３ ２ １１ ５ ０ 

令和2年度 
５７ 

（うち更新２４） 
４６ 

（うち更新１３） 
４７ ４１ ４ １０ １ ０ 

令和3年度 
６１ 

（うち更新２４） 
３７ 

（うち更新２０） 
５３ ５１ ０ ８ １１ ０ 

令和4年度 
64 

（うち更新22） 
67 

（うち更新24） 
57 48 0 3 2 0 
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